
①  他者と会話を行う場合は、マスクの着用をすすめています。 

 

②  屋内において、他者と身体的距離（２ｍ以上を目安）がとれて、会話をほとんど行わない

場合はマスクの着用は必要ありません。 

 

③  屋内において、他者との身体的距離（２ｍ以上を目安）がとれて、十分な換気など感染防

止対策を講じている場合は、マスクを外して会話を行うことも可能です。 

    

④  体育の授業、運動部活動の活動中、登下校時においては、熱中症対策を優先し、マスクを

外すことをすすめています。 

 

⑤  給食の時間については、身体的距離（２ｍ以上を目安）がとれる座席配置の工夫、適切な換

気の確保など感染防止対策ができれば、マスクを外して会話を行うことも可能です。 

令和 4 年１２月１日  

市内小中学校 保護者 様 

嬉野市教育委員会 

教育長 杉﨑 士郎 

（公印省略）  

 

新型コロナウイルス感染拡大防止への協力について（お願い） 

 

 師走の候、保護者の皆様にはますます御健勝のこととお喜び申し上げます。また、日頃より学校教

育への御理解、御協力に感謝申し上げます。 

全国の新型コロナウイルスの感染者は増加傾向にあり、新型コロナウイルス感染症の第８波やイン

フルエンザの流行も懸念されています。学校においては、子ども達の「学びを止めない」ために、手

洗い、マスク着用、消毒、換気、密を避けるなど、感染予防対策を継続して行っています。 

さて、新聞やメディア等で報道されました「マスクの着用」「給食の時間における会話」については、

県の通知にそって、下記の通り、対応いたします。保護者の皆様にも、御理解いただきますようお願

い申し上げます。 

 

記 

 

 ★ 学校の規模（児童生徒数等）や感染状況によっては、できないことがあります。その旨、御理解 

いただきますようお願いいたします。 

★ マスクを外していい場面でも、児童生徒が外したくない場合は、その意思を尊重します。 

 ★ 個別の御相談については、直接学校へお願いいたします。 


